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平成３０年度  事 業 計 画 書 
	

	 	 法人設立日から	 	 	 平成３１年	 	 ３月	 	 ３１日まで	
	
	

	
	

特定非営利活動法人	 Human	Animal	Pairs	 	
		

１	 事業実施の方針	

平成30年度は、行政施設で殺処分される犬猫を引き取り保護・飼育する事業での実施にあたりについ

て地域調査研究を行い、効果的な実施方法実施場所を決める。また、譲渡事業については、参加人数

を増やすためSNS等の広報を重点的に行う、また譲渡事業の啓蒙稼動に伴う飲食事業にて参加人数の

増やす活動も実施するに関する事項	

	
２	 事業の実施に関する事項	
	
（１）特定非営利活動に係る事業	
	 	 	

事業名	 事 業 内 容	
実 施	

予 定	

日 時	

実 施	

予 定	

場 所	

従事者	

の予定	

人 数	

受益対象者	

の範囲及び	

予 定 人 数	

事業費の	

予定額	

（千円）	

地域猫のTNR
推進	

地域猫（ＴＮＲ）活動は
殺処分の数を減らすのに最
も有効な手段と考えられて
います。小中高校に保護活
動のボランティアを提供し
し、猫と地域の共存、共栄
を醸成する。	

随時	 足立区（法人
事務所及びカ
フェ内）北千
住駅	

2人	 足立区北千住
周辺の小中高
生	
200人	

50	

上記活動のＰＲ目的で学
校に訪問し、ポスター掲示
や資料配布をお願いする。	

年４回	
（繁殖期の前
を重点的に	

足立区の私立
公立の学校	

足立区北千住
周辺の小中高
教員	
20人（５人×
４）	

保護猫・保護

犬の譲渡活動 
	

保健所や愛護センターな
どでの行政施設で殺処分直
前の犬猫を施設に保護し
て、譲渡のための健康管理
やしつけ等を行う。	
また、譲渡が困難な犬猫
については、施設で生涯飼
育する。	

随時	 足立区（法人
事務所及びカ
フェ内）	

2人	 足立区中心と
する周辺地域
の犬猫の飼育
を希望する人	
200人	

1,500	

譲渡先、譲渡予定者にて
飼育に役立つ情報提供やセ
ミナー、交流会等の実施	

年12回	 足立区を中心
とする周辺地
域の犬猫飼育
に係る人	
60人（5人×1
2回）	

保護猫カフェ
の運営	

環境の変化に大変弱い猫
のストレスの少ない常設の
状態で新しい飼い主さんと
マッチングの時間と空間を
提供する施設の運営	

随時	 足立区（法人
事務所及びカ
フェ内）	

2人	 足立区中心と
する周辺地域
の犬猫の飼育
を希望する人	
200人	

1,000	

多言語対応のＳＮＳおよ
びホームページの運営管理
により認知度拡散、寄付金
及び寄付者の拡大につなげ
る	

国内外の動物
愛護者など不
特定多数	



		
	（２）その他の事業	

	 	 	

事業名	 事 業 内 容	
実 施	
予 定	
日 時	

実 施	
予 定	
場 所	

従事者	
の予定	
人 数	

事業費の	

予定額	
（千円）	

寄附された物品の
販売事業	

法人に寄付されて物品をバザーな
どで定期的に販売する	

随時	 法人事務所及
びカフェ	

2人	 350	

犬猫の日常ケア用
品の商品開発、販
売	

市場調査およびアンケートをカフ
ェ来場者やＳＮＳにて情報収集す
る。開発検討、実施は次年度以降予
定	

適時年4回予
定	

法人事務所	 2人	 0	

ホームページへの
広告掲載事業	

多言語対応のＳＮＳおよびホーム
ページの運営管理により認知度拡
散、クレジットカードで寄付可能な
サイトの構築	

法人設立直後	法人事務所	 2人	 50	

オリジナルグッズ
販売（足立区の企
業と協力	

市場調査およびアンケートをカフ
ェ来場者やＳＮＳにて情報収集す
る。開発検討、実施は次年度以降予
定	

適時年4回予
定	

法人事務所	 2人	 0	

NPO法人運営のコ
ンサルティング業
務	

社員に日本ファンドレイジング協
会の准認定ファンドレイザーを取得
させ、生命保険信託等を活用し資金
繰りのコンサルティングを行う	

次年度以降よ
り実施予定	

法人事務所	 2人	 0	

		
	
	


